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代表質問（要旨）

議
員　

こ
れ
ま
で
の
県
政
運
営
を
ど

う
評
価
・
分
析
し
、
茨
城
の
未
来
に

向
け
た
今
後
の
方
針
を
ど
う
考
え
、

新
た
な
県
総
合
計
画
で
そ
の
方
向
性

と
具
体
的
政
策
を
県
民
に
示
す
の
か
。

知
事　

企
業
誘
致
や
医
師
確
保
、
教

育
改
革
、
魅
力
向
上
な
ど
に
果
敢
に

挑
戦
し
、
県
政
は
着
実
に
進
展
し
た
。

新
計
画
で
は
、「
活
力
が
あ
り
、
県

民
が
日
本
一
幸
せ
な
県
」
と
い
う
基

本
理
念
な
ど
を
継
承
し
つ
つ
、
本
県

を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
へ
の
対
応

を
し
っ
か
り
と
推
し
進
め
て
い
く
。

議
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
拡

大
阻
止
に
向
け
、
今
後
ど
の
よ
う
な

対
策
を
講
じ
て
い
く
の
か
。

知
事　

ク
ラ
ス
タ
ー
対
策
は
県
内
全

小
学
校
で
の
リ
モ
ー
ト
学
習
の
実
施

を
要
請
し
た
。
入
所
系
福
祉
施
設
で

の
ワ
ク
チ
ン
の
早
期
接
種
を
図
る
。

医
療
提
供
体
制
は
、
病
床
の
追
加
確

保
や
宿
泊
療
養
施
設
の
拡
充
な
ど
県

医
師
会
と
連
携
し
て
強
化
す
る
。
自

宅
療
養
者
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制

を
強
化
す
る
。
保
健
所
は
他
部
署
か

ら
の
職
員
派
遣
を
大
幅
に
増
強
す
る

な
ど
、
業
務
の
負
担
軽
減
を
図
る
。

議
員　

ハ
イ
リ
ス
ク
分
娩
の
母
体
搬

送
受
入
れ
な
ど
、
高
度
専
門
的
な
医

療
の
提
供
が
期
待
さ
れ
る
日
立
総
合

病
院
の
、
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ

ン
タ
ー
の
安
定
的
な
運
営
継
続
と
機

能
充
実
に
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

知
事　

安
定
的
な
運
営
に
向
け
、
運

営
費
の
支
援
を
拡
充
す
る
。
よ
り
高

度
な
県
央
地
域
の
総
合
周
産
期
母
子

医
療
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
を
強
化
す

る
。
医
師
確
保
の
た
め
、
修
学
資
金

な
ど
を
活
用
し
た
医
師
養
成
に
取
り

組
む
。
日
立
市
、
関
係
医
療
機
関
や

大
学
と
連
携
し
て
支
援
し
て
い
く
。

議
員　

県
の
教
育
振
興
の
基
本
的
な

計
画
を
定
め
た
現
プ
ラ
ン
に
お
け
る

目
標
に
対
す
る
評
価
と
、
新
た
な
プ

ラ
ン
策
定
で
は
何
を
見
直
し
、
ど
の

よ
う
な
具
体
的
指
標
を
も
と
に
教
育

施
策
を
展
開
し
て
い
く
の
か
。

教
育
長　

現
プ
ラ
ン
の
数
値
目
標
は
、

担
当
教
員
の
英
語
力
な
ど
、
全
体
の

37
％
で
達
成
で
き
た
が
、
目
標
の
達

成
に
遅
れ
が
生
じ
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
新
プ
ラ
ン
で
は
、
子
ど
も
た
ち

が
自
ら
考
え
、
行
動
し
、
未
来
を
切

り
拓
く
力
を
育
む
た
め
、
施
策
の
内

容
を
見
直
す
ほ
か
、
大
学
進
学
率
な

ど
の
主
要
指
標
を
設
定
す
る
。
ま
た
、

幸
福
度
指
標
と
し
て
、
課
題
の
解
決

に
向
け
自
ら
考
え
取
り
組
む
生
徒
の

割
合
な
ど
を
設
定
す
る
。

（
ほ
か
に
、
児
童
虐
待
の
防
止
、
防

災
対
策
の
今
後
な
ど
も
質
問
）

議
員　

高
齢
者
の
３
回
目
接
種
の
加

速
化
に
向
け
、
県
北
地
域
で
の
継
続

的
な
大
規
模
接
種
と
接
種
率
が
低
調

な
市
町
村
で
の
臨
時
の
大
規
模
接
種

を
検
討
す
べ
き
。
ま
た
、
小
児
接
種

は
市
町
村
の
接
種
体
制
構
築
へ
の
支

援
が
必
要
と
考
え
る
が
、
所
見
は
。

知
事　

県
北
地
域
で
の
臨
時
の
大
規

模
接
種
に
よ
り
高
齢
者
の
３
回
目
接

種
を
加
速
し
た
が
、
進
捗
状
況
を
踏

ま
え
体
制
を
強
化
す
る
。
小
児
接
種

は
基
礎
疾
患
を
持
つ
方
か
ら
優
先
し

て
接
種
を
進
め
て
い
く
方
針
で
あ
り
、

引
き
続
き
市
町
村
と
連
携
し
て
体
制

構
築
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

議
員　

健
や
か
な
育
ち
の
た
め
、
親

と
暮
ら
せ
な
い
子
ど
も
が
家
庭
的
な

環
境
の
中
で
暮
ら
せ
る
よ
う
取
り
組

む
こ
と
は
重
要
。
国
は
「
施
設
か
ら

家
庭
へ
」
を
掲
げ
、
里
親
と
暮
ら
す

子
ど
も
の
数
を
増
や
す
方
針
を
打
ち

出
し
た
が
、
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

知
事　

里
親
委
託
を
進
め
る
た
め
、

里
親
支
援
専
門
相
談
員
を
ほ
ぼ
全
て

の
施
設
に
配
置
し
た
ほ
か
、
里
親
の

選
定
や
養
育
中
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
を

民
間
の
専
門
機
関
へ
委
託
し
た
。
ま

た
、
来
年
度
か
ら
は
民
間
フ
ォ
ス
タ

リ
ン
グ
機
関
   ※1

を
県
内
２
カ
所
に
設

置
し
、
里
親
委
託
を
加
速
し
て
い
く
。

議
員　

本
県
で
も
相
談
に
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
で
応
じ
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て

適
切
な
支
援
に
つ
な
ぐ
司
令
塔
と
な

る「
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
」

の
設
置
が
必
要
と
考
え
る
が
、
医
療

的
ケ
ア
児
と
そ
の
家
族
へ
の
支
援
強

化
に
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

知
事　

医
療
・
福
祉
な
ど
の
専
門
機

関
や
家
族
会
代
表
で
構
成
す
る
「
医

療
的
ケ
ア
児
支
援
体
制
協
議
会
」
に

お
い
て
、
セ
ン
タ
ー
の
機
能
な
ど
に

つ
い
て
意
見
を
伺
っ
て
い
る
。
今
後

県
域
を
カ
バ
ー
す
る
相
談
支
援
機
能

の
具
体
的
な
業
務
内
容
も
含
め
よ
り

良
い
支
援
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。

議
員　

難
聴
は
早
期
に
発
見
し
適
切

に
治
療
な
ど
を
行
え
ば
言
葉
の
獲
得

に
つ
な
が
る
。
全
て
の
新
生
児
が
聴

覚
検
査
を
受
診
で
き
る
体
制
整
備
と

速
や
か
に
適
切
な
治
療
な
ど
が
受
け

ら
れ
る
切
れ
目
な
い
支
援
が
必
要
で

あ
る
が
、
ど
う
取
り
組
む
の
か
。　

知
事　

受
診
し
な
い
原
因
を
調
査
し

対
応
を
検
討
す
る
ほ
か
、
検
査
費
用

の
負
担
軽
減
を
市
町
村
に
働
き
掛
け

て
い
く
。
今
後
は
、
難
聴
児
の
支
援

に
関
わ
る
医
療
、
福
祉
、
教
育
な
ど

の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
通
じ

て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
支
援
体
制
構

築
な
ど
支
援
策
の
強
化
に
取
り
組
む
。

（
ほ
か
に
、
超
高
齢
社
会
へ
の
対
応
、

流
域
治
水
対
策
な
ど
も
質
問
）

齋藤　英彰 議員
県民フォーラム
日 立 市 選 出  

高崎　　進 議員
公 　 明 　 党
水戸市・城里町選出

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
の
強
化

里
親
制
度
の
活
用
推
進

医
療
的
ケ
ア
児
 ※2
に
対
す
る
支
援
強
化

県
政
運
営
の
基
本
方
針

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
へ
の
対
応

日
立
総
合
病
院
に
お
け
る

地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
の
充
実

い
ば
ら
き
教
育
プ
ラ
ン

　

第
１
回
定
例
会
で
、
議
員
提
案
に
よ
り
「
茨
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援

条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
令
和
４
年
３
月
29
日
に
公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
で
は
、
犯
罪
被
害
者
等
  ※3

の
「
被
害
の
回
復
や
軽
減
」、「
生

活
の
再
建
」、「
支
援
に
係
る
県
民
の
理
解

の
増
進
と
人
材
の
育
成
」
な
ど
に
関
し
、

県
が
、
国
や
市
町
村
、
民
間
支
援
団
体
な

ど
と
の
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
必
要
な
施

策
を
講
じ
る
こ
と
な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

誰
も
が
犯
罪
被
害
者
等
に
な
り
得
る
中
、

本
県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
に
寄
り
添
い
、

そ
の
被
害
の
回
復
や
軽
減
と
生
活
の
再
建

を
図
り
、
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

　

第
１
回
定
例
会
で
、議
員
提
案
に
よ
り「
茨
城
県
小
規
模
企
業
振
興
条
例
」

が
制
定
さ
れ
、
令
和
４
年
３
月
29
日
に
公
布
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
で
は
、「
振
興
策
の
総
合
的
・
計
画
的
な
推
進
」、「
事
業
活
動

の
円
滑
化
に
資
す
る
支
援
」、「
地
域
経
済

の
活
性
化
な
ど
に
資
す
る
事
業
活
動
の
推

進
」
な
ど
に
関
し
、
県
が
、
市
町
村
や
小

規
模
企
業
関
係
団
体
な
ど
と
連
携
し
て
、

必
要
な
施
策
を
講
じ
る
こ
と
な
ど
を
定
め

て
い
ま
す
。

　

本
県
は
、
事
業
者
の
約
９
割
を
占
め
、

生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
地

域
社
会
の
担
い
手
で
も
あ
る
小
規
模
企
業

の
振
興
を
通
じ
、
本
県
経
済
・
地
域
社
会

の
持
続
的
な
発
展
と
豊
か
な
県
民
生
活
の

実
現
を
目
指
し
ま
す
。

　

本
県
の
議
員
提
案
政
策
条
例
は
、
こ
れ
ら
の
条
例
で
22
件
目
に
な
り
ま

す
。
県
議
会
は
今
後
も
、積
極
的
に
政
策
立
案
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

議
員
提
案
に
よ
り
「
茨
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
」

が
制
定
さ
れ
ま
し
た

議
員
提
案
に
よ
り
「
茨
城
県
小
規
模
企
業
振
興
条
例
」
が

制
定
さ
れ
ま
し
た

難
聴
児
の
早
期
発
見
・

早
期
療
育
の
推
進

ことば ※3【犯罪被害者等】…この条例において、「犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族」と定義。

※
こ
れ
ら
２
つ
の
条
例
全
文
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

https://w
w

w
.pref.ibaraki.jp/gikai/jourei/im

g/
shoukibo.pdf

https://w
w

w
.pref.ibaraki.jp/gikai/jourei/im

g/
higaisha.pdf

ことば ※1【民間フォスタリング機関】…里親の発掘および育成、子どもと里親のマッチング、里親委託後のアフターケアの事業を一括して受託し、里親を包括的に支援する機関。
※2【医療的ケア児】…NICUなどに長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童。

地域周産期母子医療センターが再開される
日立総合病院の新生児集中治療室

新生児聴覚検査で早期発見・早期療育を

条例の提案説明を行う星田弘司議員条例の提案説明を行う西野一議員
小規模企業条例
はこちらから

犯罪被害者条例
はこちらから

https://www.pref.ibaraki.jp/gikai/jourei/img/higaisha.pdf

